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１．紀の川の概要（流域の概要）
○紀の川は、日本最多雨地帯の大台ヶ原を水源として、紀伊半島の中央部を貫流し、高見川、大和丹生川、紀伊丹生川、貴志川

等を合わせ紀伊平野を経たのち、紀伊水道に注ぐ、幹川流路延長136km、流域面積1,750km2、流域内人口約67万人の一級河
川である。

○上流部から中流部では古くから林業・農業が、下流部の和歌山市周辺の臨海工業地帯は重化学工業を含む商工業地帯で鉄
鋼、化学、織物工業が盛んであり、和歌山市に流域内人口・資産の約半分が集中。

○中流部の狭窄部に農業用の取水堰（岩出頭首工、藤崎頭首工、小田頭首工）が存在すると共に、堤防未整備箇所が多く存在。

▲大台ヶ原
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１．紀の川の概要（過去の災害実績）

■既往洪水の概要

発生年月日 原 因

洪水流量
（m3/s）

船戸地点
被害の状況

昭和28年9月25日 台風13号 7,360※

家屋全半壊1,546戸
床上浸水4,035戸

床下浸水7,473戸

昭和34年9月26日 伊勢湾台風 7,650※

家屋全半壊347戸

床上浸水3,180戸

床下浸水1,917戸

昭和40年9月17日 台風24号 4,866※
床上浸水398戸

床下浸水3,588戸

昭和47年9月17日 台風20号 5,876※
床上浸水22戸

床下浸水2,362戸

昭和57年8月2日
台風10号及び台風
9号くずれ低気圧

5,810
床上浸水91戸

床下浸水1,458戸

平成2年9月20日 台風19号 6, 379

家屋全半壊8戸

床上浸水98戸

床下浸水202戸

平成23年9月4日 台風12号 5,140 浸水戸数103戸

平成25年9月16日 台風18号 5,472
床上浸水12戸

床下浸水39戸

おうづ

○昭和28年9月の台風13号、昭和34年9月の伊勢湾台風【戦後最大洪水（船戸地点7,650m3/s）】による洪水により、紀の川市域、

かつらぎ町域、橋本市域で堤防が決壊し甚大な被害が発生
○近年、平成23年9月（台風12号）、平成25年9月（台風18号）でも、大きな浸水被害が発生

溢水で大きく掘り取られた

南海橋の被害状況

3かつらぎ町大藪地区の被害状況

出典：和歌山県災害史、水害統計

ふなと

おおやぶ

はしもと

■S28年台風13号洪水 麻生津地区の被害状況

・戦後2番目の流量が発生
・本川および貴志川の数ヶ所で

破堤氾濫が発生。
・橋本市、岩出市、和歌山市な

どの紀の川中下流部で特に
大きな被害が発生

■S34年伊勢湾台風洪水 和歌山市南海橋の被害状況

・戦後最大の流量が発生
・紀の川上流の大台ヶ原等の

山岳地帯に降雨が集中し、本
川の複数箇所で破堤氾濫と溢
水氾濫が発生。

・紀の川上流部を中心に大きな
被害が発生

■H25年9月台風18号洪水 かつらぎ町大藪地区の被害状況

・近10ヶ年で最大の流量が発生
・紀の川三谷地点で氾濫危険

水位を超過したため、かつらぎ
町大藪地区にて内水被害が発
生

※流出計算による推定流量

県道海南九度山線麻生津～竜門間



２．河川整備の概要（治水計画の経緯）

■治水計画の経緯

・昭和28年9月 台風13号 7,360m3/s （船戸地点）

大正12年 紀の川改修計画策定

昭和29年 紀の川改修計画改定

・昭和34年9月 伊勢湾台風 7,650m3/s （船戸地点）

昭和40年 紀の川水系工事実施基本計画策定

計画高水流量 6,100m3/s〔船戸地点〕

・昭和40年9月 台風24号 4,866m3/s （船戸地点）

・ 昭和47年9月 台風20号 5,876m3/s （船戸地点）

昭和35年 紀の川修正総体計画策定

昭和49年 紀の川水系工事実施基本計画改定

基本高水流量 16,000m3/s〔船戸地点〕

計画高水流量 12,000m3/s〔船戸地点〕

平成6年 紀の川水系工事実施基本計画部分改定

平成24年12月 紀の川水系河川整備計画策定

整備計画目標流量 8,500m3/s〔船戸地点〕

平成17年11月 紀の川水系河川整備基本方針策定

基本高水流量 16,000m3/s〔船戸地点〕

計画高水流量 12,000m3/s〔船戸地点〕

（計画規模1／150）

・平成22年 紀の川大堰完成

・平成23年9月 台風12号 5,140m3/s （船戸地点）

・平成24年 大滝ダム完成

・昭和25年9月 台風18号 5,472m3/s （船戸地点）

・平成 2年9月 台風19号 6,379m3/s （船戸地点）

○大正6年の大洪水を契機に紀の川改修計画を策定
○昭和40年に紀の川水系工事実施基本計画を策定
○平成9年の河川法改正を契機に、平成17年11月に紀の川水系河川整備基本方針を策定
○平成24年12月に今後概ね30年間の河川整備の内容を定めた紀の川水系河川整備計画を策定

・昭和57年8月 台風10号・9号くずれ低気圧 5,810m3/s （船戸地点）
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２．河川整備の概要（河川整備計画の主な事業内容）

○平成24年12月に策定した紀の川水系河川整備計画に定める河川整備により、戦後最大洪水である昭和34年9月洪水（伊勢湾
台風）規模の流量（船戸基準点8,500m3/s ）を安全に流下させるため、河川整備を実施し、流下能力を確保する。

○紀の川中上流部では、点在する堤防未整備箇所、土砂堆積等による流下能力不足箇所の対策、農業用の取水堰（岩出頭首工、
藤崎頭首工、小田頭首工）の存在を踏まえ、狭窄部対策を実施し浸水被害を軽減する。

船戸基準地点

直轄管理区間

直轄管理区間

直轄管理区間

紀の川

岩出狭窄部対策

藤崎狭窄部対策

小田狭窄部対策

上野地区 築堤

野原西地区 築堤

麻生津地区 築堤

慈尊院地区 築堤

■事業内容

慈尊院地区 掘削

橋本地区 掘削

N
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凡例

堤防築堤
河道掘削
狭窄部対策
堰
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二見地区 築堤
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■縦断図(イメージ)
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対策内容 地区名
第１段階

（H24～H38）
第２段階

（H39～H46）
第３段階

（H47～H50）

狭窄部の

水位低下対策

岩出
藤崎
小田

堤防未整備箇所の築堤等
による家屋等を守る対策

麻生津
慈尊院
上野

堤防未整備箇所の築堤等
による家屋等を守る対策

（背後地の人口・資産等の
集積により優先度高）

九度山
二見

野原西

河道掘削
橋本

慈尊院

２．河川整備の概要（実施スケジュール）
○第1段階

・資産が集中しており、紀の川最下流部の治水上のネック箇所である岩出狭窄部及び中流部の狭窄部である藤崎狭窄部対策を完了

・治水安全度が低い中上流部の浸水被害を軽減させるために、麻生津、九度山、二見、野原西、慈尊院、上野地区の堤防を整備

○第2段階
・最も上流部にある小田狭窄部対策を完了させるとともに、橋本地区の河道掘削を実施

・暫定堤整備箇所で所定の安全度を確保するため、麻生津、慈尊院、九度山、野原西地区の堤防を整備（完成堤防高まで嵩上げ）

○第3段階
・戦後最大洪水である昭和34年9月洪水（伊勢湾台風）規模の流量を安全に流下させるため、紀の川最上流部である上野、二見地区の堤防を整備

（完成堤防高まで嵩上げ）を行うとともに、所定の安全度を確保するため、河道掘削未実施箇所の慈尊院地区で河道掘削を実施

おうづ くどやま ふたみ のはらにし じそんいん こうずけ

いわで ふじさき

おうづ じそんいん くどやま のはらにし

こうずけ ふたみ

じそんいん

はしもと

おだ
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H29（現況）

河道掘削

岩出狭窄部

暫定堤防（HWL堤）

麻生津
暫定堤防（HWL堤）

麻生津
完成堤

慈尊院
完成堤

小田狭窄部

完成堤

上野
完成堤

藤崎狭窄部

慈尊院、上野
暫定堤防（HWL堤）

H35（当面6年）



○当面の河川整備は、下流部における治水上のネック箇所である岩出狭窄部対策を進めるとともに、治水安全度が低く堤内地に
緊急病院等の要配慮者施設がある上流部の二見・野原西地区の築堤（暫定堤）

○前回評価時点以降、二見・野原西地区で約2.6km築堤を行い、樋門を2基築造

２．河川整備の概要（前回事業評価以降に実施した主な整備内容）

■ 築堤護岸

二見地区

野原西地区

紀の川

59.0k

H29年度まで実施

二見・野原西地区の暫定堤築堤 60.0k

58.0k

県立五條病院

五條保健福祉センター

■ 樋門築造

59.0k

60.0k

紀の川

①

①二見地区の暫定堤築堤

②

野原西地区

二見地区

③

④

H29年度まで実施

紀の川

59.0k
二見地区

野原西地区

②野原西地区の暫定堤築堤

③二見地区の樋門築造 ④野原西地区の樋門築造
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紀の川



２．河川整備の概要（当面（６年間）の整備内容）
おうづ くどやま くどやまごじょう ふたみ のはらにし

いわで

じそんいん こうずけ

船戸基準地点

直轄管理区間

直轄管理区間直轄管理区間

N
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五條市

九度山町

高野町

紀の川市

紀美野町海南市

紀の川
紀の川大堰

①岩出狭窄部対策

②二見・野原西地区 築堤

①岩出狭窄部対策

凡例

堤防築堤
河道掘削
狭窄部対策
堰

17.0k

19.0k

20.0k

21.0k 紀の川市

紀
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川

岩出頭首工

春日川

河道掘削

岩出市
岡田地区

山崎地区

岩出橋

拡幅水路整備

丸栖
地区

拡幅水路整備

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

標
高
(
T
.P
.
m)

20.0K19.0K17.0K16.0K 22.0K21.0K

最大約1mの水位低下（19.8k地点）

計画高水位

計算水位【目標流量流下時】 H29年度末

計算水位【目標流量流下時】 H50年度末

河床掘削

岩出頭首工

横断図

○紀の川下流部の治水上のネック箇所である岩出狭窄部対策を完了
治水安全度の低い上流部（五條市二見、野原西）及び中流部（紀の川市麻生津、九度山町九度山）の築堤（暫定堤）を完了
上記整備を完了することで、支川貴志川と本川との合流部における水位を約1m低下させ、貴志川沿川の浸水被害を解消

○紀の川中流部に位置する藤崎狭窄部対策に着手するとともに、中上流部の慈尊院地区、上野地区の築堤（暫定堤）に着手

H･W･L

野原西地区

将来整備C－C’
C

C’

五條保健福祉センター

県立五條病院

59.0k

五條市
二見地区

五條市
野原西地区

59.0k

60.0k 60.0k

58.0k 58.0k

57.0k

57.0k

平成１８年３月撮影

B B’

C
C’

：暫定堤による当面整備

H･W･L

二見地区

横断図 将来整備

B－B’
B B’

②二見・野原西地区 築堤

8：整備計画流量流下時の浸水区域（H29河道）
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３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○紀の川の氾濫原を含む沿川市町村の直近10年での総人口は4.3％減少、総世帯数は6.5％増加、総資産額は7.1％増加
○国、県、市町等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、

社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として、平成28年度に「紀の川上流部・下流部大規模
氾濫に関する減災対策協議会」を実施し、「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく紀の川の取組方針を決定

■紀の川上流部・下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会の状況

各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに

設置し、減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進

（対策例）

・堤防の嵩上げや拡幅の実施

・粘り強い構造の堤防（天端の保護・裏法尻の補強）の整備

・住民等の行動につながるリスク情報の周知

・高齢者や障がい者などを支援する人員の要請

・自治会単位での防災訓練の実施

・簡易水位計の増設による、早期の避難勧告などを発令するための判断への活用
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（世帯数）（人）
人口 世帯数

H19 
人口 620,269人
世帯数 253,502世帯

H28
人口 593,471人(4.3%減)
世帯数 270,013世帯(6.5%増)

H19 
総資産 約9.8兆円

H28
総資産 約10.5兆円(7.1%増)

■紀の川沿川の市町村の総人口・総世帯数

■紀の川沿川の市町村の総資産額

※和歌山市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、橋本市、五條市の人口・世帯数の合計

※出典：住民基本台帳、各自治体の統計書

※和歌山市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、橋本市、五条市の資産額の合計

※出典：経済センサス、国勢調査、農林水産省耕地及び作付面積統計、

治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター 9



３．事業の必要性等に関する視点（事業の効果等）

浸水面積 約7,647ha
浸水区域内人口 約194,706人
浸水区域内家屋数 約79,352戸
被害総額 約29,520億円

■現況河道における氾濫想定
（基本方針規模洪水1/150の降雨）

※1/150規模降雨に対する氾濫解析結果

■流下能力図【紀の川水系】 ：H24時点の流下能力
：H25～H29の整備により向上した流下能力
：今後の整備により向上する流下能力HWL評価

【災害発生時の影響】

○紀の川の現況では、基本方針規模（1/150）の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により7,647haが浸水し、浸水家屋は79,352戸、
被害額は29,520億円と推定

【災害発生の危険度】
○全川で流下能力が不足しており災害発生の危険度が高い

特に、下流部には資産が集中しており、ひとたび氾濫すれば甚大な被害が発生

10



【事業の効果等】
○紀の川水系河川整備計画において予定している事業を実施することにより、治水安全度が向上し、浸水被害が解消

３．事業の必要性等に関する視点（事業の効果等）

浸水面積 0ha
浸水区域内人口 0人
浸水区域内家屋数 0戸
被害総額 0億円

浸水面積 約1,139ha
浸水区域内人口 約9,515人
浸水区域内家屋数 約3,401戸
被害総額 約1,697億円

事業実施後

約1,139ha減少
約9,515人減少
約3,401戸減少
約1,697億円減少

11

■事業実施による浸水被害軽減効果
（戦後最大洪水：昭和34年9月洪水の場合）

※戦後最大洪水（昭和34年9月洪水）に対する 氾濫解析結果

事業実施前
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３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 5.7 5.5 6.0 5.7 5.8 6.3 5.2

残事業 8.5 7.9 9.1 8.5 8.5 9.3 7.7

当面（6年間）の事業 5.1 4.9 5.4 5.7 4.9 5.6 4.6

■感度分析結果（費用便益比（B/C））

事業全体 残事業 当面（6年間）の整備

■便益（B） ①便益 4,268億円 3,803億円 2,260億円

②残存価値 2億円 2億円 3億円

総便益（①＋②） 4,270億円 3,805億円 2,263億円

■費用（C） ③建設費 539億円 326億円 213億円

④維持管理費 209億円 123億円 229億円

総費用（③＋④） 748億円 449億円 442億円

■費用便益比（B/C） 5.7 8.5 5.1

■費用対効果分析結果 ■算出条件等

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

○治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4月 河川局）に基づき算出した紀の川水系の「事業全体」、「残事業」、「当面整備」
の費用便益比」は以下のとおり

評価基準年：平成29年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費： 653億円

（残事業費： 450億円）

（当面の整備：262億円）

維持管理費： 486億円

（残事業費： 345億円）

（当面の整備：591億円）
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■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目

平成23年度

再評価

（大滝ダム2,500m3/s操作）

平成29年度

再評価

（大滝ダム2,500m3/s操作）

変化倍率 主な要因

Ｂ／Ｃ 6.4 5.7 約0.9倍
下記の総便益・総費用の関係に
より

総便益
（Ｂ）

2,789億円 4,270億円 約1.5倍 氾濫区域内の家屋資産額の増加
による被害額（期待値）が増加
したため［15,001億円］ ［15,786億円］ 約1.1倍

総費用
（Ｃ）

435億円 748億円 約1.7倍 平成27年9月の関東・東北豪雨を
踏まえて、堤防決壊までの時間
を引き延ばす対策を追加したた
め

［843億円］
（うち事業費637億円）

［1,095億円］
（うち事業費653億円）

約1.3倍

※1 ［ ］ 現在価値化前の値

※2 平成23年度再評価においては、河川整備計画策定前であり暫定的に大滝ダム1,200m3/s操作で算出していたため、B/Cは4.2と公表している。

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○前々回 の事業再評価（平成23年）と今回の事業再評価（平成29年）における費用便益比（Ｂ／Ｃ）の差の要因は、以下のと
おり

総便益（Ｂ）；氾濫区域内の家屋資産額の増加による被害額（期待値）が増加したため
総費用（Ｃ）；平成27年9月の関東・東北豪雨を踏まえて、堤防決壊までの時間を引き延ばす対策を追加したため

※

※前回評価は、費用対効果分析を省略



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
○貨幣換算が困難な効果等により評価として、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備による人的被害等の軽減効果を

算定
○整備計画目標規模の降雨による洪水が発生した場合、直轄管理区間内の最大孤立者数は4,778人（避難率40％）、ガスの機能

停止による影響人口は4,195人と想定されるが、事業の実施により、最大孤立者数は4,778人減少、ガスの機能停止による影響
人口は4,195人減少

■ライフラインの機能停止による影響人口

現況 整備後
事業の投資

効果

電力の停止による影響人口 6,640人 0人 6,640人減

ガスの機能停止による影響人口 4,195人 0人 4,195人減

■ 最大孤立者数

現況 整備後 事業の投資効果

最大
孤立者数

避難率0％ 7,964人 0人 7,964人減

避難率40％ 4,778人 0人 4,778人減

避難率80％ 1,593人 0人 1,593人減

紀の川流域全体

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、整備計画目標規模の降雨）（最大孤立者数に係る浸水区分、整備計画目標規模の降雨）

浸水深が減少 浸水深が減少

14

整備計画事業実施後

現況河道

整備計画事業実施後

現況河道

紀の川流域全体

～70cmの区域 ：電力やガスの使用に影響なし（※影響人口には含まない）
70cm～100cmの区域 ：住宅1階の電力が使用不能（電力の停止による影響人口に含まれる）
100cm～140cmの区域：集合住宅の棟全体が停電となる可能性あり(電力の停止による影響人

口に含まれる）
140cm～340cmの区域：LPガスの機能が停止する（電力またはガスの機能停止による影響人口

に含まれる）
340cm～の区域 ：集合住宅では、受変電設備が設置されている階級（高さ）に応じて停電

する（電力またはガスの機能停止による影響人口に含まれる）

＜浸水深と非難が困難となる水位との関係＞
30cm：災害時要援護者の避難が困難となる水位
50cm：災害時要援護者以外の避難が困難となる水位

30cm未満の区域（※最大孤立者数には含まない）
30cm～50cm未満の区域（最大孤立者数に含まれる）
（災害時要援護者の避難が困難となる水位）
50cm以上の区域（最大孤立者数に含まれる）
（災害時要援護者以外の避難が困難となる水位）



直轄管理区間

紀の川

N

15

凡例

堤防築堤
河道掘削
狭窄部対策
堰

和歌山市

岩出市

かつらぎ町

橋本市

五條市

九度山町

高野町

紀の川市

紀美野町

海南市

紀の川

紀の川大堰

３．事業の必要性等に関する視点（事業の進捗状況）
４．事業の進捗の見込みの視点

船戸基準地点

直轄管理区間

直轄管理区間

岩出狭窄部対策
藤崎狭窄部対策

小田狭窄部対策

上野地区 築堤 二見地区 築堤

野原西地区 築堤

麻生津地区 築堤

慈尊院地区 築堤
九度山地区 築堤

■事業内容

慈尊院地区 掘削

橋本地区 掘削

15

狭窄部対策

15

凡例

狭窄部対策
整備済み
今後整備

整備済み
今後整備

整備済み
今後整備

堤防築堤

河道掘削

堤防整備延長

整備予定区間に対する延長の割合

河道掘削

【事業の進捗状況】
○無堤箇所の堤防整備延長は、平成29年年度末時点で25％実施済み。

【事業進捗の見込みの視点】
○今後は、資産が集中しており、紀の川最下流部の治水上ネック箇所である下流部の岩出狭窄部対策を完了するとともに、無堤箇所の堤防整備を

順次実施する。 その後、残りの2箇所の狭窄部対策や堤防整備や河道掘削を順次実施する。

100%

0%

100%

0%
2.1km

25%

6.2km
75%

整備済み

今後整備

整備済み（暫定堤）

H30以降、完成堤整備

今後整備

整備済み

今後整備



○ 岩出狭窄部対策事業におけるコスト縮減
・スライドゲート扉体・電動ラック式開閉機・スクリーンを、当初は撤去・新設する予定であったものを再利用することによりゲー

ト関連費用（約5千万円）を縮減

・掘削土砂（約70万m3）を笠田中圃場整備事業箇所へ運搬することにより、処分費（約4億1千万円）を縮減

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）

■取水口ゲートの有効利用によるコスト縮減

約5千万円のコストを縮減

スライドゲート扉体、
電動ラック式開閉機、

スクリーンの
撤去＋新設

■掘削土（約70万㎥）の有効活用によるコスト縮減

取水口ゲート（正面図）

かせだ なか ほじょう

：既設部位の再利用

スライドゲート扉体、
電動ラック式開閉機、

スクリーンの
再利用

取水口ゲート

電動ラック式開閉機

（防水型）（既設流用）

スライドゲート扉体

（既設流用）

スクリーン

（既設流用）

スクリーン

スライドゲート扉体

＜取水口ゲートの撤去・設置の経緯＞

岩出狭窄部対策におけるバイパス水路の整備に伴い、拡幅水路が既設取水
路と交差するため、取水路のとりまわしを変更し、拡幅水路内に取水口を移設
することとなった。

笠田中圃場

いわで

笠田中圃場整備箇所

紀の川市

かつらぎ町

岩出市

船戸

きのかわ

いわで

岩出頭首工

藤崎頭首工

大阪府

ふなと

いわで

かせだなかほじょう

ふじさき

掘削土の運搬状況

当 初 変 更
約4.1億円のコストを削減

約4.1億円

○今後予定
運搬費：約15.7億円
土量 ：約70万m3

運搬費【百万円】
[今後予定]
●運搬費(L=約17.5km)
70万m3×2,245円/m3＝1,572(工事費)

約19.8億円 約15.7億円

○今後予定
運搬・処分費：約19.8億円
土量 ：約70万m3

運搬・処分費【百万円】
[今後予定]
●運搬費(L=約9.1km、約2.7km)
35万m3×1,131円/m3＋ 35万m3×631円/m3 ＝680
●処分費
35万m3×1,000円/m3＋ 35万m3×2,700円/m3 ＝1,295
合計 1,975(工事費)

約2.7Km

約9.1Km

処分場

処分場

16
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６．自治体の意見等

７．対応方針（原案）
対応方針（原案）

事業の必要性等に関する視点による再評価及び事業の進捗の見込みに関する視点による再評価がいずれも継続が妥当と判
断でき、かつ、コスト縮減や代替案等の可能性の視点による再評価により事業の見直しを図る必要がないと判断できることから
「事業継続が妥当」である。

奈良県知事 （平成２９年１０月２日付 河第２３２号）

今回、意見照会のあった紀の川直轄河川改修事業は、流域住民の安全・安心を確保するために重要な事業であり、事業の継続をお願
いします。

奈良県内の野原西地区・二見地区・上野地区の事業については、洪水による災害を防止するため、早期完成に努められるようお願いし
ます。

なお、事業の実施にあたっては、地域のプロジェクト等との連携や、河川空間の有効活用についても協力をお願いします。また、コスト縮
減に留意しつつ、計画的・効率的に実施されるようお願いします。

和歌山県知事 （平成２９年９月２５日付 県総第09110006号）

紀の川直轄河川改修事業は、流域住民の安全、安心を確保するために重要な事業であり、対応方針（原案）のとおり事業
継続が妥当と考えます。

なお、狭窄部対策、堤防未整備箇所の解消や支川対策など、河川整備計画に基づく事業の更なる推進をお願いします。
特に、緊急対策特定区間に位置付けられている岩出狭窄部対策については、5年間での完了をお願いするとともに、一層の工期短縮に

よる早期完成に努めていただきますようお願いします。



紀の川直轄河川改修事業

【再評価】

No.７－２

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２９年度第３回

平成29年10月

近畿地方整備局
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